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農

会 第
四
節 

農
業
協
同
組
合
の
発
足 

 
１ 

戦
前
の
農
業
団
体 

 
農
事
改
良
・
普
及
お
よ
び
農
業
政
策
に
関
す
る
運
動
を
行
な
う
農
民
団
体
が
、
農
会
で
あ
る
。
農
会
の
そ
も
そ
も
の

起
り
は
、
明
治
九
年
頃
か
ら
、
各
地
で
篤
農
家
が
中
心
と
な
っ
て
、
種
子
交
換
・
農
談
会
な
ど
が
開
か
れ
た
と
き
、

農
商
務
省
が
そ
れ
ら
の
風
潮
を
汲
み
あ
げ
、
東
京
に
お
い
て
第
一
回
全
国
農
談
会
を
開
催
、
そ
れ
を
機
に
、
大
日
本
農
会
を
設
立
し

た
こ
と
に
始
ま
る
。
こ
の
経
過
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
色
彩
は
官
設
団
体
的
で
、
牛
馬
耕
・
米
の
品
種
改
良
な
ど
の
農
事
改

良
に
力
を
入
れ
た
。
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
政
府
は
農
会
法
を
成
立
さ
せ
、
農
会
は
「
農
業
改
良
ヲ
行
フ
法
人
団
体
」
と
規

定
し
、
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
に
は
更
に
法
改
正
を
し
て
、
中
央
に
帝
国
農
会
を
、
各
地
方
に
は
傘
下
の
系
統
農
会
を
組
込
み
、

農
政
運
動
を
禁
止
し
て
純
然
た
る
農
事
改
良
団
体
と
な
っ
た
。 

 

山
形
県
農
会
が
で
き
た
の
は
、
『
山
形
県
史
』
（
資
料
篇
）
農
業
編
に
よ
る
と
、
明
治
三
十
年
九
月
の
よ
う
で
、
比
較
的
早
い
時
期

で
あ
る
。
県
令
四
十
三
号
で
農
民
は
強
制
加
入
さ
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
、
農
民
の
意
志
と
は
別
に
、
地
主

層
が
農
民
を
牛
耳
る
た
め
に
躍
起
と
な
っ
た
形
跡
が
あ
る
。 

 

県
農
会
は
、
そ
の
系
統
に
郡
農
会
、
市
町
村
農
会
を
組
入
れ
、
専
ら
技
術
指
導
、
改
良
普
及
な
ど
に
力
を
入
れ
て
き
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
の
実
態
を
町
村
農
会
の
動
き
か
ら
探
っ
て
み
よ
う
。
明
治
四
十
一
年
二
月
、
西
置
賜
郡
農
会
か
ら
白
鷹
村
農
会
宛
に
次
の
よ

う
な
通
牒
が
入
っ
て
い
る
。 
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農
第
八
号 

 
 

桑
園
改
良
及
増
殖
ハ
蚕
業
上
刻
下
ノ
急
務
ナ
ル
ヲ
認
メ
本
年
度
ニ
於
テ
別
紙
規
程
ニ
依
リ
奨
励
金
ヲ
交
付
候
条
明
治
四
十
年
四
月
一
日
以

後
桑
園
ノ
新
設
若
ク
ハ
植
替
ヲ
為
シ
規
程
ニ
該
当
ス
ル
モ
ノ
有
之
候
ハ
ハ
三
月
十
日
限
リ
出
願
候
様
御
指
示
相
成
度
此
段
及
通
牒
候
也 

 
 

 
明
治
四
十
一
年
二
月
廿
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

西
置
賜
郡
農
会 

 
 

 

白
鷹
村
農
会
御
中 

 
 

追
テ
本
文
期
限
後
到
着
ノ
モ
ノ
ハ
除
外
ノ
見
込
ニ
候
条
此
段
申
添
候
也 

 
 

こ
の
通
牒
は
桑
園
改
良
の
た
め
、
執
励
金
を
出
し
て
、
桑
園
の
新
設
や
桑
の
植
替
え
を
推
進

さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
植
替
え
を
終
っ
た
人
数
、
植
替
え
本
数
を
調
べ

る
と
、
白
鷹
村
大
字
萩
野
だ
け
で
第

14
表
の
通
り
で
あ
る
。 

 

植
替
え
、
新
設
な
ど
の
桑
の
品
種
は
、
赤
木
・
市
平
・
小
桑
・
早
生
桑
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ

の
桑
園
改
良
及
び
増
殖
奨
励
金
交
付
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
規
定
が
あ
り
、
そ
れ
に
合
致
し

た
も
の
に
だ
け
支
給
さ
れ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

桑
園
改
良
及
増
殖
奨
励
金
交
付
規
程 

 
 

第
一
条 

桑
園
ノ
改
良
及
増
殖
ヲ
図
ラ
ン
カ
為
メ
本
規
程
ニ
遵
ヒ
豫
算
ノ
定
ム
ル
処
ニ
ヨ
リ
奨
励
金
ヲ
交
付
ス 

 
 

第
二
条 

奨
励
金
ハ
桑
園
ノ
新
設
若
ク
ハ
植
替
一
人
団
地
三
畝
歩
以
上
壱
町
歩
以
下
ニ
対
シ
壱
反
歩
ニ
付
金
八
円
以
内
ト
ス 

 
 

第
三
条 

県
郡
其
ノ
他
団
体
ヨ
リ
桑
苗
ノ
無
代
配
付
ヲ
請
ケ
桑
園
ノ
新
設
若
ク
ハ
植
替
ヲ
為
ス
モ
ノ
ニ
対
シ
テ
ハ
奨
励
金
ヲ
交
付
セ
ス 

 
 

第
四
条 

奨
励
金
交
付
額
ハ
植
栽
反
別
ニ
桑
樹
ノ
種
類
及
数
量
ニ
依
リ
之
ヲ
定
ム 

 
 

第
五
条 

奨
励
金
ノ
交
付
ヲ
請
ケ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
左
ノ
書
類
ヲ
添
付
シ
郡
農
会
長
ニ
出
願
ス
ヘ
シ 

 
 

 
 

一
、
植
栽
若
ク
ハ
植
替
地
ノ
地
名
地
種
地
目
地
番
及
別
調 

 
 

 
 

二
、
仝
上
ノ
実
測
図 

萩

野

村

文

書
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前

掲

文

書

三
、
植
栽
桑
樹
ノ
種
類 

 
 

 
 

四
、
植
栽
本
数 

 
 

 
 

五
、
植
替
ハ
前
各
項
ノ
外
現
有
桑
樹
ノ
種
類
数
量 

 
 

第
六
条 

奨
励
金
交
付
指
令
ノ
後
豫
定
ノ
経
営
ヲ
為
サ
サ
ル
ト
キ
ハ
指
令
ヲ
取
消
シ
又
ハ
減
額
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ 

 
 

第
七
条 

奨
励
金
ハ
実
査
ノ
後
交
付
ス
ル
モ
ノ
ト
ス 

 

 

こ
う
し
た
規
定
に
よ
っ
て
奨
励
金
を
交
付
し
な
が
ら
、
桑
園
改
良
や
桑
苗
木
の
植
替
え
を
推
進
し
て
、
専
ら
技
術
指
導
、
改
良
普

及
に
力
を
入
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
桑
園
だ
け
に
限
ら
ず
、
稲
作
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
苗
代
品
評
会
を
開
い
て
、
苗

代
の
改
良
普
及
に
乗
り
出
し
た
り
、
ま
た
、
稲
苗
代
田
に
発
生
す
る
「
ユ
リ
ミ
ミ
ズ
」
の
注
意
書
を
回
覧
し
て
対
策
を
指
示
す
る
な

ど
、
病
虫
害
対
策
に
も
懸
命
の
努
力
を
し
た
。
一
風
変
っ
た
も
の
と
し
て
、
明
治
四
十
三
年
八
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
の
堆
肥
品

評
会
が
あ
る
。
出
品
物
の
審
査
対
象
と
し
て
は
、
堆
肥
製
造
場
の
適
否
及
舎
の
構
造
の
可
否
、
堆
肥
原
料
の
良
否
、
堆
肥
積
立
法
の

可
否
、
管
理
方
法
の
巧
拙
堆
肥
品
質
の
良
否
、
製
造
の
多
寡
、
そ
の
他
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
、
こ
の
場
合
も
規
則
が
定
め
ら
れ
、
そ
れ

に
従
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。 

 

農
会
の
責
任
者
は
、
郡
農
会
は
郡
長
、
町
村
農
会
は
町
村
長
が
そ
の
任
に
当
っ
て
い
た
こ
と
は
、
発
足
事
情
か
ら
考
え
て
当
然
か

も
知
れ
な
い
。
従
っ
て
、
内
容
か
ら
み
る
と
当
然
農
会
長
名
儀
で
あ
る
べ
き
も
の
が
、
郡
長
名
儀
で
通
達
さ
れ
て
い
る
の
も
多
い
。

経
費
な
ど
も
お
そ
ら
く
、
行
政
区
か
ら
出
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

大
正
十
二
年
四
月
一
日
よ
り
郡
制
が
廃
止
さ
れ
る
と
、
そ
れ
に
伴
な
っ
て
、
農
会
関
係
の
系
統
も
か
わ
り
、
県
農
会
と
町
村
農
会

が
直
結
の
形
に
は
な
っ
た
が
、
飽
く
ま
で
も
系
統
上
の
問
題
で
、
農
会
の
も
っ
て
い
た
本
質
的
な
も
の
に
は
変
化
が
な
く
、
各
町
村

役
場
内
に
農
会
係
員
が
い
て
、
県
農
会
と
連
絡
を
と
り
な
が
ら
仕
事
を
進
め
て
い
た
。 

 

昭
和
十
八
年
、
国
全
体
が
臨
戦
体
制
の
中
で
、
農
業
団
体
が
制
定
さ
れ
、
産
業
組
合
な
ど
と
統
合
し
て
農
業
会
と
改
称
す
る
よ
う
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産

業 

組

合 

に
な
り
、
農
会
は
姿
を
消
す
に
至
っ
た
。 

地
域
産
業
が
発
展
す
る
た
め
に
は
、
必
要
な
資
金
が
時
に
応
じ
て
入
手
で
き
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
農
業
も
そ
の

例
外
で
は
な
い
。
農
業
が
未
発
達
の
時
点
で
は
、
簡
単
な
農
具
と
頑
健
な
体
さ
え
あ
れ
ば
よ
か
っ
た
が
、
近
代
化
さ

れ
れ
ば
さ
れ
る
程
資
金
が
必
要
で
あ
り
、
同
時
に
、
仕
事
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
利
潤
を
保
管
し
、
必
要
な
と
き
再
生
産
に
向
け

ら
れ
る
よ
う
に
預
金
し
て
お
く
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
そ
う
し
た
要
求
に
応
ず
る
の
が
、
産
業
組
合
で
あ
る
。
産
業
組
合
に
は
、
こ

の
よ
う
な
資
金
の
貸
付
、
預
金
の
受
入
れ
の
他
、
生
産
物
の
販
売
、
物
資
の
購
買
、
機
械
・
施
設
の
共
同
利
用
な
ど
巾
広
い
内
容
を

も
つ
も
の
な
の
で
、
政
府
も
補
助
金
を
交
付
し
て
助
成
し
て
い
る
。
明
治
四
十
三
年
の
白
鷹
村
文
書
に
、
次
の
一
文
が
あ
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

産
業
組
合
設
立
ニ
付
補
助
金
交
附
申
請 

 
 

今
般
当
中
山
区
ニ
於
テ
産
業
組
合
設
立
規
定
ニ
依
リ
信
用
購
買
組
合
設
立
致
候
ニ
付
本
部
補
助
規
定
ニ
依
リ
補
助
金
御
交
付
相
成
度
此
段
申
請
候
也 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

西
置
賜
郡
白
鷹
村
大
字
中
山
信
用
購
買
組
合
組
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大 
 

滝 
 

 

茂 
 

助 
 

 
 

 
 

西
置
賜
郡
長 

 

武
石
速
水
殿 

  

こ
う
し
て
発
足
し
た
産
業
組
合
は
、
当
初
か
ら
大
正
初
期
ま
で
は
殆
ん
ど
資
金
貸
付
、
預
貯
金
を
主
と
し
て
扱
う
信
用
組
合
で
あ

っ
た
。『
山
形
県
信
連
五
十
年
史
』
か
ら
、
大
正
十
年
三
月
末
現
在
に
お
け
る
、
本
町
内
の
産
業
組
合
を
拾
い
あ
げ
る
と
第

15
表
の
通

り
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
組
合
は
、
資
本
力
の
な
い
弱
小
農
家
、
中
小
企
業
が
僅
か
の
金
を
出
し
合
っ
て
、
大
き
な
力
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
っ
た
が
、
白
鷹
村
の
場
合
の
よ
う
に
、
一
村
に
三
組
合
が
大
字
単
位
に
組
織
さ
れ
て
い
た
の
は
、
組
合
員
数
な
ど
の
面
か
ら

も
、
経
営
上
問
題
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
出
資
金
は
一
口
三
〇
円
以
下
と
い
う
の
が
県
内
の
実
態
で
、
二
〇
円
、
一
〇
円
も
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多
く
、
白
鷹
村
中
山
の
桂
信
用
購
買
組
合
の
よ
う
に
、
一
口
五
円
と
い
う
の
は
、
県

内
で
も

低
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
四
十
四
年
頃
の
米
価
一
石
一
五
円
四
〇
銭

と
比
べ
る
と
、
か
る
に
一
口
一
〇
円
と
し
て
も
、
一
般
農
家
に
と
っ
て
は
高
額
で
あ

っ
た
ろ
う
か
ら
、
発
起
人
た
ち
は
出
資
金
集
め
に
、
そ
れ
な
り
の
苦
労
が
あ
っ
た
こ

と
と
想
像
さ
れ
る
。 

 

山
形
県
信
用
組
合
聯
合
会
が
発
足
し
た
の
は
、
大
正
十
年
三
月
十
九
日
で
、
そ
の

設
立
発
起
人
名
簿
の
中
に
は
、
本
町
か
ら
樋
口
長
吉
・
金
田
久
吉
の
二
名
が
載
っ
て

い
る
し
、
ま
た
鮎
貝
の
菅
四
郎
兵
衛
は
、
昭
和
五
年
四
月
か
ら
同
九
年
六
月
ま
で
、

県
信
連
理
事
と
し
て
活
躍
し
た
。 

 

こ
の
産
業
組
合
も
、
昭
和
十
八
年
の
農
業
団
体
法
に
よ
っ
て
農
業
会
に
統
合
さ
れ

て
解
消
し
た
。 

 

２ 

農
業
会 

  

国
中
が
戦
時
体
制
下
に
入
る
と
、
農
業
諸
団
体
は
、
昭
和
十
八
年
九
月
、
「
農
業

団
体
法
」
の
も
と
に
統
合
さ
れ
、
農
会
・
産
業
組
合
・
養
蚕
組
合
な
ど
は
、
統
合
し

て
農
業
会
と
な
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
国
家
の
指
導
統
制
の
徹
底
を
図
る
た
め

の
統
合
で
、
同
法
第
十
条
に
あ
る
よ
う
に
、
「
農
業
に
関
す
る
国
策
に
即
応
し
、
農
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蚕

桑

村

文

書

業
の
整
備
発
達
を
図
る
」
の
が
第
一
義
で
あ
っ
た
。
会
員
は
強
制
加
入
で
、
加
入
脱
退
に
任
意
性
が
な
く
、
会
長
も
官
長
任
命
と
い

う
全
く
の
官
製
団
体
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
農
事
実
行
組
合
だ
け
は
、
農
業
会
組
織
外
に
残
さ
れ
た
が
、
こ
れ
と
て
、
農
業
会
長
で
も

あ
る
町
村
長
が
、
行
政
の
末
端
組
織
と
し
て
残
し
、
農
民
を
政
治
的
に
統
制
で
き
る
よ
う
に
と
っ
た
処
置
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
全

国
の
農
業
団
体
は
、
市
町
村
農
業
会
―
県
農
業
会
―
中
央
農
業
会
と
い
う
縦
の
組
織
に
組
入
れ
ら
れ
、
国
策
遂
行
の
尖
兵
的
役
割
を

荷
う
に
至
っ
た
。 

 

で
は
、
市
町
村
農
業
会
は
、
具
体
的
に
ど
ん
な
こ
と
を
行
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
、
蚕
桑
村
農
業
会
よ
り
県
知
事
宛
提
出
さ

れ
た
事
業
報
告
書
の
一
部
を
抜
粋
し
て
み
よ
う
。 

 

事
業
概
況
（
昭
和
十
九
年
度
分
） 

農
村
ノ
中
枢
機
関
ト
シ
テ
、
農
業
生
産
物
ノ
増
産
、
農
業
ニ
関
ス
ル
統
制
、
必
需
物
資
ノ
公
平
ナ
ル
配
給
、
国
民
貯
蓄
ノ
増
強
等
積
極
的 

指
導
運
営
ニ
邁
進
シ
以
テ
決
戦
下
国
策
ニ
協
力
セ
リ 

 

こ
れ
は
農
業
会
発
足
第
二
年
目
の
報
告
で
あ
る
が
、
こ
の
文
面
に
よ
っ
て
も
、
全
会
一
致
協
力
し
て
如
何
に
国
策
遂
行
に
努
力
し
た

か
窺
い
知
れ
よ
う
。
し
か
し
、
国
民
の
こ
う
し
た
努
力
に
も
拘
わ
ら
ず
、
戦
争
は
無
条
件
降
伏
と
い
う
結
末
と
な
り
、
武
装
解
除
さ

れ
た
兵
士
や
、
徴
用
工
と
し
て
強
制
就
労
さ
せ
ら
れ
て
い
た
多
く
の
人
々
は
、
群
を
な
し
て
郷
里
へ
帰
っ
て
き
た
。
総
て
の
物
資
が

船
倉
の
た
め
に
供
出
さ
せ
ら
れ
た
後
だ
け
に
、
何
も
か
も
不
足
だ
ら
け
の
中
で
、
再
生
日
本
の
農
業
が
呼
吸
し
始
め
た
の
で
あ
る
。

戦
争
遂
行
の
た
め
、
急
い
で
統
合
さ
れ
て
誕
生
し
た
農
業
会
は
、
一
転
し
て
、
終
戦
後
の
混
乱
し
た
農
村
の
収
拾
役
を
引
受
け
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
実
状
を
同
じ
く
蚕
桑
村
農
業
会
の
記
録
か
ら
、
特
に
直
接
農
業
に
関
わ
る
事
業
状
況
の
部
分
の
み
を

抜
粋
し
て
み
よ
う
。 
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前

掲

文

書

 
 

一
、
農
業
の
指
導
、
奨
励
発
達
ニ
関
ス
ル
事
項 

 
 

 

本
会
ニ
普
通
農
事
技
術
員
二
名
女
子
技
術
員
一
名
養
蚕
技
術
員
二
名
仝
臨
時
指
導
員
三
名
設
置
普
通
農
事
養
蚕
其
ノ
他
農
事
ニ
関
ス
ル

諸
般
ノ
指
導
ニ
当
ラ
シ
ム 

 
 

㈠ 

食
糧
増
産
関
係
水
稲
甘
藷
大
小
麦
大
豆
等
ニ
関
ス
ル
優
良
品
種
ノ
普
及
奨
励
馬
鈴
薯
雑
穀
ノ
優
良
種
苗
普
及
並
ニ
採
種
圃
ノ
設
置
甘

藷
貯
蔵
庫
ノ
設
置
水
稲
大
小
麦
甘
藷
馬
鈴
薯
ニ
対
ス
ル
耕
種
改
良
指
導
他
ノ
設
置
奨
励
等 

 
 

㈡ 

養
蚕
関
係
村
内
養
蚕
家
ニ
於
ケ
ル
共
同
稚
蚕
飼
育
指
導
桑
園
設
置
各
戸
巡
回
指
導
学
校
養
蚕
ニ
ヨ
ル
養
蚕
思
想
ノ
普
及
低
位
養
蚕
家

引
上
指
導
等
尚
生
繭
集
荷
輸
送
事
業
モ
行
ヘ
リ 

 
 

㈢ 

労
力
調
整
関
係
村
内
各
農
家
組
合
ノ
共
同
作
業
共
同
育
苗
共
同
催
青
共
同
飼
育
畜
力
利
用
講
習
並
ニ
女
子
労
力
活
用
指
導 

 
 

㈣ 

国
民
学
校
学
童
動
員
並
ニ
男
女
中
等
学
校
生
徒
動
員
ニ
関
ス
ル
労
力
調
整
等 

 
 

㈤ 

農
家
組
合
指
導
農
事
実
行
組
合
、
養
蚕
実
行
組
合
耕
地
整
理
組
合
其
ノ
他
関
係
団
体
ニ
対
ス
ル
団
体
指
導
並
ニ
運
営
活
動
助
成
等 

 
 

二
、
農
業
ノ
統
制
ニ
関
ス
ル
事
項 

 
 

 

県
本
部
統
制
指
示
ニ
従
ヒ
水
稲
品
種
蚕
種
ノ
統
制
、
水
田
作
業
、
稚
蚕
共
同
飼
育
、
家
畜
並
ニ
農
機
具
ニ
関
ス
ル
統
制
、
自
給
肥
料
増

産
、
病
虫
害
防
除
施
設
並
ニ
作
業
ノ
統
制
等
ヲ
行
ヘ
リ 

 
 

三
、
農
業
ニ
関
ス
ル
調
査
及
研
究
ニ
関
ス
ル
事
項 

 
 

 

村
内
耕
地
調
査
ニ
ヨ
ル
各
農
家
個
人
別
耕
地
面
積
調
査
ニ
ヨ
ル
耕
地
名
寄
帳
ノ
作
成
部
落
別
綜
合
生
産
計
画
ノ
樹
立
家
畜
ノ
調
査
、
篤

農
家
研
究
発
表
会
水
稲
耕
種
改
善
ニ
ヨ
ル
実
地
研
究
等 

 
 

四
、
農
業
ニ
従
事
ス
ル
者
ノ
福
利
増
進
ニ
関
ス
ル
事
項 

 
 

 

春
秋
二
季
、
農
繁
託
児
所
開
設
、
村
内
五
ヶ
所
、
農
業
保
険
並
ニ
家
畜
保
険
ニ
関
ス
ル
事
業
、
暗
渠
排
水
、
客
工
、
農
道
整
備
、
小
用

排
水
等
ニ
ヨ
ル
耕
地
改
良
事
業
、
開
田
開
畑
等
耕
地
拡
張
ニ
関
ス
ル
事
業
、
就
農
対
策
並
ニ
指
導
ニ
関
ス
ル
事
業
、
郷
土
芸
能
普
及
並
ニ

農
村
慰
安
ニ
関
ス
ル
事
業
等 

  

こ
の
報
告
書
は
昭
和
二
十
年
四
月
よ
り
翌
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
、
第
三
年
度
の
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
動
員
な
ど
に
よ
る
労
力

の
問
題
な
ど
も
扱
か
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
年
の
事
業
の
中
心
は
戦
時
中
か
ら
引
き
継
が
れ
た
食
糧
増
産
で
あ
る
。
少
な
い

労
力
で
大
き
い
成
果
を
あ
げ
る
に
は
、
ど
う
し
て
も
共
同
作
業
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
戦
後
農
業
の
省
力
化
と
い
う
大
き
な

波
の
う
ね
り
が
こ
の
頃
か
ら
起
っ
た
と
見
て
も
よ
い
し
、
そ
の
意
味
で
は
農
業
会
の
果
し
た
役
割
は
大
き
い
と
も
言
え
よ
う
。 
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鮎

貝

村

文

書

 

こ
の
時
期
に
於
い
て
農
業
会
が
果
し
た
役
割
の
う
ち
、
も
う
一
つ
の
重
要
な
も
の
が
あ
る
。
米
穀
の
供
出
計
画
及
び
そ
の
実
施
で

あ
る
。
昭
和
二
十
一
年
度
に
於
け
る
、
鮎
貝
村
農
業
会
の
事
業
計
画
の
概
要
を
見
よ
う
。 

  
 

 
 

 
 

事
業
計
画
ノ
概
要 

 
 

⑴ 

食
糧
増
産
ト
農
業
経
営
ノ
確
立 

 
 

⑵ 

産
繭
ノ
確
保
ト
養
畜
ノ
増
殖 

 
 

⑶ 

農
村
必
需
物
資
ノ
適
正
配
給
、
米
麦
雑
穀
其
ノ
他
供
出
計
画 

 
 

⑷ 

農
村
電
化
計
画
実
施 

 
 

⑸ 

貯
蓄
ノ
増
強 

 
 

⑹ 

土
地
改
良
事
業
指
導
実
施 

 
 

⑺ 

自
作
農
創
設
維
持
事
業
促
進
督
励 

  

こ
の
事
業
計
画
の
概
要
は
、
昭
和
二
十
二
年
度
と
略
同
様
で
あ
る
。

(1)
・

(2)
に
力
点
を
置
く
こ
と
は
、
当
地
域
の
農
業
団
体
と
し

て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
極
度
の
物
資
不
足
の
影
響
か
ら
、
努
力
の
割
合
に
実
効
が
上
が
ら
ず
、
勢
い
、
供
出
制
度
の
計
画
施
行

に
重
点
が
移
っ
た
の
も
、
あ
な
が
ち
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

昭
和
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日
、
政
府
は
占
領
軍
の
農
民
解
放
指
令
に
基
づ
き
、
農
業
共
同
組
合
法
の
制
定
に
伴
う
農
業
団
体
の

整
理
な
ど
に
関
す
る
法
律
を
公
布
し
、
そ
れ
ま
で
の
農
業
団
体
法
は
廃
止
と
な
り
、
昭
和
二
十
三
年
八
月
十
四
日
ま
で
、
全
農
業
会

は
解
散
す
べ
き
こ
と
を
定
め
た
。
こ
の
法
律
に
よ
り
、
各
市
町
村
農
業
会
は
急
い
で
解
散
総
会
の
準
備
に
入
り
、
二
十
三
年
三
月
に

は
総
会
に
提
出
す
る
財
産
目
録
の
整
理
を
終
え
て
い
る
。
蚕
桑
村
農
業
会
の
解
散
総
会
は
、
五
月
で
あ
っ
た
。 

 

法
律
に
よ
っ
て
誕
生
さ
せ
ら
れ
た
町
村
農
業
会
は
、
法
律
に
よ
っ
て
あ
わ
た
だ
し
く
そ
の
幕
を
閉
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 
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農

業

委 

員

会 
３ 

戦
後
の
農
業
団
体
（
行
政
機
関
） 

 

戦
後
の
農
地
改
革
の
担
い
手
と
し
て
、
農
地
の
売
買
に
当
っ
た
農
地
委
員
会
と
、
主
要
食
糧
・
農
産
物
の
生
産
及
び

供
出
制
度
な
ど
を
公
正
旦
計
画
的
な
ら
し
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
食
糧
確
保
臨
時
措
置
法
並
び
に
同
施
行
令
が

公
布
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
発
足
し
た
農
業
調
整
委
員
、
そ
れ
に
、
農
業
改
良
普
及
事
業
を
担
当
し
た
農
業
改
良
委
員
の
三
者

が
統
合
さ
れ
て
で
き
た
の
が
農
業
委
員
会
で
あ
る
。 

 

農
業
委
員
会
は
、
昭
和
二
十
六
年
三
月
制
定
さ
れ
た
「
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
」

に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
、
自
作
農
創
設
維
持
、
農
地
利
用
関
係
の
調
整
、
交
換
分
合

の
処
理
、
更
に
は
食
糧
関
係
事
務
、
農
業
振
興
な
ど
に
つ
い
て
町
村
長
に
建
議
し
た
り
、

ま
た
諮
問
に
応
じ
た
り
す
る
委
員
会
で
あ
る
。 

 
委
員
の
構
成
は
選
挙
に
よ
る
委
員
と
、
町
村
長
が
選
任
し
た
委
員
と
か
ら
成
り
、
選
挙

に
よ
る
委
員
は
、
一
〇
名
乃
至
一
五
名
で
あ
っ
た
。
昭
和
三
十
二
年
、
町
村
合
併
の
後
を

う
け
て
農
業
委
員
会
も
合
併
し
た
が
、
合
併
後
の
選
挙
に
よ
る
委
員
数
は
第

16
表
の
通
り

で
あ
る
。 

 

第

16
表
の
う
ち
、
鷹
山
地
区
に
は
針
生
が
含
ま
れ
て
い
る
。
町
長
選
任
の
委
員
は
、
農

協
理
事
及
び
農
業
共
済
組
合
理
事
の
中
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
各
一
名
の
他
、
議
会
か
ら
推

薦
さ
れ
た
者
五
名
と
な
っ
て
い
る
。
議
会
か
ら
の
推
薦
は
、
勿
論
議
員
で
あ
る
。 

 

農
業
委
員
の
選
挙
権
、
被
選
挙
権
を
も
つ
者
は
、
一
〇
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
を
耕
作
す
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農

業

共 

済

組

合 

る
人
及
び
そ
の
配
偶
者
・
同
居
家
族
で
、
年
に
六
〇
日
以
上
農
耕
に
従
事
す
る
人
で
あ
る
。 

 
農
業
委
員
会
か
ら
、
一
名
を
県
農
業
会
議
委
員
と
し
て
送
っ
て
い
る
。
現
在
ま
で
県
委
員
に
な
っ
た
の
は
、
小
松
三
郎
・
湯
沢
弥

四
郎
・
五
十
公
野
達
美
・
迎
田
伊
蔵
の
各
氏
ら
で
あ
る
。 

農
業
共
済
組
合
は
、
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
十
五
日
に
制
定
さ
れ
た
「
農
業
災
害
補
償
法
」
に
よ
っ
て
、
二
十
三
年

四
月
一
日
か
ら
旧
町
村
単
位
に
発
足
し
、
町
村
合
併
に
伴
い
、
三
十
二
年
四
月
か
ら
各
組
合
が
合
併
し
て
、
現
在
の

白
鷹
町
農
業
共
済
組
合
が
出
来
た
。 

 

こ
の
組
合
員
は
、
法
規
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
二
〇
ア
ー
ル
（
二
反
歩
）
以
上
の
農
地
を
耕
作
し
て
い
る
者
及
び
、
養
蚕

を
一
回
に
〇
・
五
箱
以
上
掃
立
て
る
者
は
全
員
加
入
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
ア
ー
ル
未
満
の

耕
作
者
は
、
任
意
に
加
入
し
て
よ
い
。
現
在
の
組
合
員
数
は
、
第

17
表
の
通
り
で
あ
る
。 

 
加
入
す
る
場
合
、
農
作
物
（
水
稲
）
・
蚕
繭
・
家
畜
・
果
樹
な
ど
の
共
済
目
的
の
種
類
毎

に
加
入
で
き
る
。
従
っ
て
、
第

17
表
の
組
合
員
数
は
、
延
人
員
を
示
し
て
い
る
。
共
済
に
伴

う
負
担
は
、
国
庫
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
農
家
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
で
、
農
家
個
々
の

掛
金
な
ど
は
、
耕
作
反
別
な
ど
に
よ
っ
て
定
ま
っ
て
い
る
。 

 

共
済
金
は
損
害
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
る
が
、
損
害
の
程
度
に
つ
い
て
は
、
損
害
評
価
員
の

評
価
に
よ
る
。
評
価
員
は
組
合
員
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
が
、
第
三
者
の
評
価
に
俟
つ
の
で
な
く
、
組
合
員
自
身
が
評
価
す
る
も
の
で
、

大
き
な
特
徴
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
現
在
評
価
員
は
一
〇
六
名
で
、
内
八
九
名
が
農
作
物
・
蚕
繭
関
係
、
一
七
名
が
果
樹
関
係
を
担

当
し
て
い
る
。 

 

共
済
金
が
支
払
わ
れ
る
回
数
の
多
い
の
は
、
果
樹
共
済
・
家
畜
共
済
で
あ
る
。
農
作
物
共
済
は
回
数
は
少
な
い
が
、
一
旦
損
害
を
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受
け
る
と
、
支
払
わ
れ
る
金
額
は
莫
大
な
も
の
に
な
る
。
第

18
表
は
、
昭
和
四

十
二
年
度
に
お
け
る
農
作
物
共
済
金
の
支
払
い
状
況
で
あ
る
が
、
こ
の
被
害
は
、

悲
惨
を
極
め
た
羽
越
水
害
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
共
済
金
の
額
を
見
て
も
、
鮎

貝
地
区
の
被
害
が
如
何
に
大
き
か
っ
た
か
が
分
る
。 

 

第

19
表
は
、
こ
の
年
の
農
作
物
共
済
金
を
災
害
別
に
見
た
も
の
で
、
水
害
に

よ
る
被
害
の
大
き
か
っ
た
こ
と
が
一
層
明
ら
か
で
あ
る
。 

 

一
般
に
農
作
物
共
済
の
場
合
は
、
農
家
単
位
に
な
っ
て
お
り
、
全
体
で
二
割

以
上
の
被
害
が
あ
っ
た
時
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
支
払
い
回

数
は
少
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
。
養
蚕
の
場
合
は
、
霜
害
に
よ
る
桑
園
の
被
害

な
ど
あ
る
が
、
こ
れ
も
回
数
は
多
く
は
な
い
。 

 

農
業
共
済
組
合
の
も
つ
使
命
の
う
ち
も
う
一
つ
は
、
損
害
防
除
に
力
を
入
れ

る
こ
と
に
あ
る
。
昭
和
五
〇
年
度
に
お
い
て
は
、
薬
剤
費
補
助
等
に
一
、
一
二
六
万

四
千
余
円
を
支
出
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
の
他
、
大
型
・
小
型
防
除
機
を
購
入
、

僅
か
の
使
用
料
で
貸
し
出
し
な
ど
も
行
な
い
、
災
害
発
生
の
予
防
に
努
め
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
経
費
は
、
国
庫
補
助
も
あ
る
が
、
共
済
掛
金
の
手
持
金
を
当
て
て
い
る
。

農
作
物
・
蚕
繭
共
済
の
場
合
は
、
被
害
を
受
け
な
い
場
合
、
掛
金
の
三
分
の
一
を
返

し
（
無
事
戻
金
）
、
残
り
三
分
の
二
を
積
み
立
て
、
災
害
予
防
に
あ
て
て
い
る
。 

 

白
鷹
町
農
業
共
済
組
合
で
は
、
こ
れ
ら
共
済
の
他
、
任
意
加
入
形
式
で
、
建
物
共
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農

業

協 

同

組

合 

済
・
農
機
具
共
済
な
ど
も
行
な
っ
て
い
る
。 

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
日
本
を
占
領
し
た
連
合
国
の
、
重
要
占
領
政
策
の
一
つ
は
、
そ
れ
ま
で
の
地
主
制
度
を
破
壊

し
小
作
農
民
を
解
放
す
る
こ
と
に
よ
る
日
本
の
民
主
化
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
連
合
国
は
、
昭
和
二
十
年
十
二
月

農
民
解
放
指
令
を
出
し
、
強
力
に
農
地
解
放
を
推
進
さ
せ
た
。
こ
の
結
果
、
多
く
の
小
作
人
が
自
作
化
し
た
け
れ
ど
も
、
い
つ
ま
た

小
作
人
に
転
落
す
る
か
分
ら
な
い
要
素
も
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
を
防
止
す
る
制
度
と
し
て
新
し
く
農
業
協
同
組
合
法
が
制
定
公
布
さ

れ
た
。
昭
和
二
十
二
年
十
一
月
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
て
農
業
協
同
組
合
（
農
協
）
が
発
足
し
た
が
、
特
徴
は
、
市
町
村
単
位
農
協
が
全
国
道
府
県
に
わ
た
り
殆
ん
ど
も
れ
な
く

組
織
さ
れ
、
し
か
も
、
農
民
の
有
資
格
者
を
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
組
織
し
得
た
こ
と
で
あ
る
。
農
協
運
動
に
よ
っ
て
、
農
業
が

抱
え
る
矛
盾
が
す
べ
て
打
開
さ
る
る
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
密
度
の
高
い
組
織
が
、
基
盤
産
業
で
あ
る
農
業
界
に

で
き
た
こ
と
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
。 

 
 

⑴ 

農
協
設
立
ま
で
の
経
過 

 

こ
う
し
た
中
央
の
動
き
の
中
で
、
白
鷹
町
地
域
の
旧
町
村
は
、
ど
の
よ
う
な
動
き
を
示
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
農
業
協
同
組
合
法
（
農

協
法
）
と
い
う
法
律
の
も
と
で
の
動
向
で
あ
る
か
ら
、
各
町
村
と
も
略
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
は
当
然
な
の
で
、
一
例
と
し
て
、
蚕
桑

村
農
業
協
同
組
合
の
場
合
を
、
同
組
合
関
係
資
料
を
も
と
に
見
よ
う
。 

 

農
協
法
が
公
布
さ
れ
て
か
ら
、
設
立
ま
で
の
動
き
を
日
を
追
っ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
（
第

20
表
）
。 

 

荒
砥
町
・
十
王
村
・
東
根
村
・
鮎
貝
村
は
、
略
同
様
の
動
き
で
あ
っ
た
。
異
な
る
動
き
が
あ
っ
た
の
は
白
鷹
村
で
、
一
村
中
に
三

農
協
が
組
織
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
中
山
農
協
、
萩
野
農
協
、
折
居
農
協
が
こ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
認
可
を
と
る
ま
で
の
手
続
き
な

ど
は
、
農
協
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
同
じ
で
あ
る
。 
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⑵ 

発
足
当
初
の
農
協
の
実
態 

 
農
協
定
款
第
一
条
に
は
「
本
組
合
は
農
業
生
産
力
の
増
進
及
農
民
の
経
済
的
社
会
的
地
位
の
向
上
を
図
り
、
併
せ
て
、
国
民
経
済

の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
、
謳
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
、
組
合
員
が
、
事
業
ま
た

は
生
活
上
必
要
な
資
金
の
貸
付
、
預
貯
金
の
受
入
れ
、
事
業
ま
た
は
生
活
に
必
要
な
物
資
の
供
給
、
共
同
利
用
施
設
の
設
置
な
ど
、

戦
前
の
信
用
販
売
購
買
利
用
組
合
的
な
こ
と
か
ら
、
更
に
農
作
業
の
共
同
化
や
能
率
向
上
の
た
め
の
施
設
の
設
備
、
土
地
の
造
成
、

水
利
施
設
の
設
置
管
理
、
産
繭
の
処
理
な
ど
、
殆
ん
ど
す
べ
て
の
面
へ
手
を
伸
ば
し
た
事
業
が
計
画
さ
れ
、「
組
合
員
の
た
め
」
を
合

言
葉
に
、
組
合
長
を
中
心
に
職
員
一
同
懸
命
の
努
力
が
な
さ
れ
た
。 

 

組
合
員
に
は
、
正
組
合
員
と
准
組
合
と
が
あ
っ
た
。
正
組
合
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
左
の
各
項
に
該
当
す
る
農
民
で
あ
る
。 

 
 

①
組
合
の
地
区
内
で
、
一
反
歩
以
上
の
土
地
を
耕
作
す
る
農
民
。 

 
 

②
組
合
の
地
区
内
で
、
常
時
一
頭
以
上
の
牛
馬
を
飼
養
す
る
農
民
。 

 
 

③
組
合
の
地
区
内
で
、
一
年
を
通
じ
て
二
〇
グ
ラ
ム
以
上
の
蚕
種
の
掃
立
を
す
る
農
民
。 

 
 

④
組
合
の
地
区
内
に
居
住
し
、
一
年
の
う
ち
九
〇
日
以
上
農
業
に
従
事
す
る
農
民
。 

 
 

⑤
薪
炭
生
産
に
従
事
し
、
生
産
高
が
薪
一
、
〇
〇
〇
貫
、
木
炭
な
ら
四
〇
〇
貫
以
上
で
、
前
各
号
の
基
準
の
半
分
以
上
に
達
す 

る
農
民
。 

 

准
組
合
員
は
、
正
組
合
員
以
外
で
、
農
協
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
人
で
あ
る
。 

 

組
合
員
は
、
一
口
二
〇
〇
円
以
上
の
出
資
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
役
員
は
理
事
一
二
名
、
監
事
三
名
で
、
理
事
の
中
か
ら
互

選
で
組
合
長
が
選
ば
れ
た
。
理
事
は
、
組
合
員
の
投
票
で
選
出
さ
れ
る
。 

 

発
足
当
初
の
蚕
桑
村
農
協
組
合
員
総
数
は
、
九
八
九
名
で
、
内
正
組
合
員
九
八
二
名
で
、
出
資
口
数
二
、
三
一
五
口
、
出
資
総
額
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四
六
万
三
千
円
と
な
り
、
計
画
の
九
二
パ
ー
セ
ン
ト
強
で
あ
っ
た
。 

 
で
は
、
具
体
的
に
ど
ん
な
事
業
を
ど
の
よ
う
に
行
な
っ
て
き
た
の
か
を
、
業
務
報
告
書
に
よ
っ
て
次
に
見
て
み
よ
う
。 

 
 

❶
金
融
関
係
の
事
業 

 

事
業
資
金
・
生
活
資
金
が
比
較
的
気
軽
に
融
通
し
て
貰
え
る
こ
と
は
、
農
民
に
と
っ
て
便
利
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
第

21
表

を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
貯
金
額
に
比
べ
、
貸

出
額
が
少
な
い
こ
と
は
、
農
民
の
意
識
の
中
に
、
借

金
に
対
す
る
恐
怖
感
の
よ
う
な
も
の
が
染
み
つ
い
て

い
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。 

 

貯
金
高
と
貸
付
金
の
差
は
、
県
信
連
の
敵
預
金
に

入
れ
て
い
る
。 

 
 

❷
販
売
購
買
事
業 

 

組
合
員
か
ら
米
・
麦
・
雑
穀
・
生
繭
な
ど
を
買
い

取
り
、
手
数
料
を
と
っ
て
他
に
販
売
す
る
面
と
、
他

か
ら
生
産
物
資
（
肥
料
・
飼
料
・
農
機
具
・
薬
剤
・
種
苗
な
ど
）
、
生
活
物
資
（
食
料
品
・
衣
料
品
・
雑
貨
・
燃
料
な
ど
）
を
買
入
れ
、

そ
れ
を
組
合
員
に
販
売
す
る
面
と
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
重
要
な
農
協
の
仕
事
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
二
十
三
年
か
ら
二
十

六
年
ま
で
の
分
を
比
較
し
て
そ
の
変
化
の
様
子
を
み
よ
う
（
第

23
・

24
・

25
表
）
。 

 

こ
の
時
期
は
一
年
毎
に
貨
幣
価
値
が
大
き
く
変
っ
た
か
ら
、
額
の
多
寡
は
そ
の
ま
ま
比
較
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
生
産
物
資
・

生
活
物
資
の
取
扱
高
に
お
け
る
二
十
五
年
度
の
落
込
み
、
二
十
六
年
度
の
上
昇
傾
向
な
ど
は
、
当
時
の
ド
ッ
ジ
・
ラ
イ
ン
実
施
に
よ
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る
不
況
及
び
朝
鮮
動
乱
に
よ
る
景
気
の

立
直
り
な
ど
の
、
世
情
の
変
化
が
あ
ら

わ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

 

兎
に
角
、
ど
の
組
合
も
、
そ
の
運
営

に
は
随
分
頭
を
痛
め
た
。
そ
れ
は
底
の

浅
い
農
家
経
済
が

大
の
原
因
で
は
あ

ろ
う
が
、
急
激
に
変
動
す
る
経
済
情
勢

に
、
指
導
的
立
場
の
人
が
追
い
つ
け
な

か
っ
た
点
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
い

く
つ
か
の
農
協
で
は
、
そ
の
た
め
種
々

の
ト
ラ
ブ
ル
も
起
き
、
役
員
の
交
替
な

ど
も
あ
っ
て
再
建
に
苦
悩
し
た
。 

 
 

❸
そ
の
他
の
事
業 

 

金
融
・
販
売
購
買
事
業
以
外
に
も
、

昭
和
二
十
三
年
度
に
は
精
米
機
・
脱
穀
機
を
購
入
し
て
組
合
員
の
利
用
に
供
し
た
り
、
二
十
四
年
度
に
は
、
和
牛
・
緬
羊
の
種
付
所

の
設
置
、
種
苗
の
斡
旋
、
ま
た
農
業
用
排
水
路
工
事
の
指
導
助
成
な
ど
、
農
業
全
般
に
つ
い
て
精
力
的
に
取
り
組
ん
だ
。
二
十
六
年

に
は
養
蚕
技
術
員
一
名
増
強
、
多
大
の
実
績
を
収
め
、
当
時
の
重
要
課
題
で
あ
っ
た
供
米
割
当
完
遂
運
動
に
お
い
て
も
、
郡
内
各
町

村
に
さ
き
が
け
て
十
二
月
完
納
を
果
す
な
ど
、
そ
の
活
躍
は
多
い
に
見
る
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。 
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勿
論
、
こ
う
し
た
活
動
は
、
ひ
と
り
蚕
桑
村
農
協
に
限
ら
ず
、
白
鷹
町
内
の
各
農
協
全
部
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 
一
方
、
共
通
の
悩
み
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
社
会
の
変
化
と
そ
れ
に
対
応
す
べ
き
農
業
の
変
化
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
に
は
、
各

単
位
農
協
の
規
模
が
小
さ
過
ぎ
た
こ
と
で
あ
る
。 

 
 

⑶ 
専
門
農
協
の
発
足 

 
 

❶
養
蚕
農
業
協
同
組
合
設
立 

養
蚕
地
帯
で
あ
る
当
地
域
に
、
総
合
農
協
と
は
別
に
、
養
蚕
業
の
た
め
の
専
門
農
協
が
誕
生
し
、
総
合
農
協
と
表
裏
一
体
と
な
っ

て
活
動
を
開
始
す
る
こ
と
は
、
至
極
当
然
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。 

 

例
え
ば
、
蚕
桑
村
養
蚕
農
協
の
場
合
は
、
設
立
の
た
め
の
発
起
人
代
表
も
、
事
務
所
も
総
合
農
協
と
同
一
で
あ
る
。
正
組
合
員
は
、

地
区
内
で
養
蚕
に
従
事
す
る
人
で
あ
れ
ば
よ
く
、
設
立
に
同
意
し
た
人
数
は
四
五
〇
名
で
あ
っ
た
。 

 

農
協
法
の
規
定
に
従
っ
て
発
起
人
会
が
結
成
さ
れ
、
発
起
人
四
〇
名
の
中
か
ら
、
小
林
運
太
郎
を
代
表
に
選
任
し
、
昭
和
二
十
三

年
四
月
五
日
か
ら
位
十
七
日
ま
で
の
間
に
目
論
見
書
を
作
成
し
、
同
日
午
後
の
設
立
準
備
会
に
提
案
可
決
さ
れ
、
設
立
が
正
式
に
決

定
し
た
。
次
い
で
定
款
作
成
委
員
と
し
て
、
高
玉
梅
津
喜
一
、
横
田
尻
木
村
磯
右
衛
門
ら
二
〇
名
が
選
任
さ
れ
た
。 

 

創
立
総
会
は
五
月
十
六
日
、
蚕
桑
中
学
校
に
て
、
二
三
〇
名
の
出
席
を
得
て
開
催
、
定
款
・
事
業
計
画
な
ど
を
承
認
、
理
事
一
二

人
、
監
事
三
人
の
役
員
を
選
出
し
た
。
つ
い
で
五
月
三
十
日
、
県
知
事
に
対
す
る
設
立
認
可
申
請
書
を
提
出
、
六
月
二
十
四
日
付
に

て
認
可
が
お
り
て
、
こ
こ
に
正
式
発
足
と
な
っ
た
。
初
代
組
合
長
は
、
小
林
運
太
郎
で
あ
っ
た
。 

 

養
蚕
農
協
の
初
年
度
の
事
業
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
蚕
種
の
共
同
購
入
・
共
同
催
青
・
稚
蚕
共
同
飼
育
な
ど
の
共
同
作

業
の
他
、
桑
園
の
改
良
、
養
蚕
必
需
品
の
共
同
購
入
な
ど
で
、
組
合
の
事
業
が
引
き
金
と
な
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
養
蚕
形
態
が
大
き

く
変
っ
て
い
っ
た
。 
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養
蚕
農
協
は
、
総
合
農
協
の
あ
る
村
に
一
つ
ず
つ
設
立
さ
れ
た
。
た
だ
白
鷹
村
だ
け
は
、
総
合
農
協
が
一
村
に
三
組
合
あ
り
な
が

ら
、
養
蚕
農
協
は
一
つ
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
変
則
で
も
経
営
で
き
た
の
で
、
養
蚕
農
協
は
無
出
資
で
、
賦
課
金
や
県
養
蚕
農

協
連
合
会
か
ら
の
交
付
金
で
運
営
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。 

 
 

❷
開
拓
農
業
協
同
組
合
設
立 

 

第
二
次
大
戦
後
、
中
山
・
萩
野
・
鮎
貝
・
中
善
寺
・
蚕
桑
北
部
・
蚕
桑
南
部
に
開
拓
農
家
と
し
て
入
植
し
た
人
々
は
、
物
資
の
特

別
配
給
や
住
宅
建
築
資
金
受
給
な
ど
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
開
拓
農
事
実
行
組
合
を
発
展
解
消
し
、
農
協
法
に
則
っ
た
開
拓
農
業
協
同

組
合
を
組
織
し
た
。
昭
和
二
十
五
年
の
こ
と
で
、
初
代
組
合
長
は
、
白
鷹
村
開
拓
農
協
大
滝
右
一
で
、
鮎
貝
村
開
拓
農
協
樋
口
七
祐
、

蚕
桑
村
開
拓
農
協
本
木
与
一
氏
ら
で
あ
っ
た
。 

 

農
協
結
成
当
初
は
組
合
費
を
徴
収
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
た
め
、
経
費
な
ど
は
役
員
負
担
と
な
り
、
組
合
維
持
は
間
も
な
く
行
き

詰
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
斡
旋
物
資
か
ら
一
定
の
手
数
料
を
徴
収
す
る
こ
と
に
し
て
経
費
に
充
当
し
て
き
た
が
、
思
う
よ
う
な
活
動

は
困
難
で
あ
っ
た
。 

 

昭
和
二
十
九
年
十
月
一
日
、
町
村
合
併
に
よ
っ
て
白
鷹
町
が
誕
生
す
る
と
、
開
拓
農
協
に
も
合
併
の
気
運
が
高
ま
っ
て
き
た
の
で
、

町
当
局
が
産
婆
役
と
な
っ
て
、
三
十
年
十
月
に
は
三
農
協
と
も
統
合
の
た
め
の
総
会
を
開
き
、
十
二
月
二
十
日
に
は
正
式
に
合
併
認

可
申
請
書
を
県
知
事
に
提
出
し
た
。
こ
の
申
請
書
は
翌
三
十
一
年
二
月
認
可
さ
れ
、
こ
こ
に
新
し
く
白
鷹
町
開
拓
農
業
協
同
組
合
が

誕
生
し
た
。
町
当
局
も
開
拓
者
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
と
、
開
拓
農
家
の
自
立
促
進
を
配
慮
し
て
、
事
務
費
を
補
助
す
る
な
ど
し
て
、

行
政
面
で
の
助
成
を
続
け
て
き
た
。
し
か
し
、
開
拓
農
協
の
運
営
は
必
ず
し
も
平
穏
な
も
の
で
は
な
く
、
開
拓
者
の
中
に
は
多
額
の

負
債
の
た
め
離
農
す
る
も
の
も
現
わ
れ
、
加
え
て
、
開
拓
農
家
に
対
す
る
特
別
補
助
政
策
が
政
府
の
手
で
打
切
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、

昭
和
四
十
七
年
二
月
、
臨
時
総
会
を
開
い
て
開
拓
農
協
の
解
散
を
決
議
し
、
同
年
四
月
正
式
に
解
散
し
た
。
こ
の
農
協
の
結
成
か
ら



第七章 現 代 
第四節 農業協同組合の発足 

解
散
ま
で
の
事
情
、
各
開
拓
地
の
状
況
な
ど
に
つ
い
て
は
、
白
鷹
町
戦
後
開
拓
史
編
集
委
員
会
が
編
集
し
た
『
拓
魂
』
に
詳
述
さ
れ

て
い
る
。 

 
 

⑷ 
小
規
模
農
協
の
合
併 

 

農
協
法
第
五
五
条
に
は
、
農
業
協
同
組
合
を
設
立
す
る
に
は
、「
十
五
人
以
上
の
農
民
が
発
起
人
と
な
る
こ
と
を
要
す
」
と
規
定
し

て
い
る
。
こ
れ
を
文
面
通
り
と
受
け
と
め
れ
ば
、
一
五
人
が
集
ま
れ
ば
一
農
協
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
白
鷹
村
は
こ
う
し

た
理
解
の
仕
方
に
よ
り
、
三
つ
の
農
協
が
誕
生
し
て
い
た
。
中
山
農
協
、
萩
野
農
協
、
折
居
農
協
で
あ
る
。
滝
野
の
う
ち
、
折
居
・

西
原
は
折
居
農
協
へ
、
残
り
は
萩
野
農
協
へ
加
盟
し
た
。
白
鷹
村
以
外
の
町
村
は
、
一
町
村
一
農
協
で
あ
っ
た
が
、
白
鷹
村
だ
け
は

例
外
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
町
村
一
農
協
で
す
ら
、
資
金
面
の
脆
弱
さ
か
ら
、
運
営
に
支
障
を
き
た
し
た
程
で
あ
る
か
ら
、
大
字

単
位
の
農
協
が
維
持
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
十
王
農
協
も
一
村
一
農
協
と
は
い
え
、
村
自
体
が
大
字
規
模
の
も
の
で
あ
っ
た

か
ら
、
同
じ
悩
み
を
抱
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
資
本
力
の
弱
さ
か
ら
抜
け
出
す
に
は
、
合
併
せ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
、
昭
和
二
十

九
年
に
は
十
王
・
折
居
両
農
協
が
合
併
し
て
十
王
農
協
と
な
り
、
事
務
所
は
そ
れ
ま
で
通
り
十
王
・
折
居
の
二
ヶ
所
に
お
い
た
。
中

山
農
協
も
基
盤
の
弱
さ
か
ら
活
動
停
止
の
状
態
と
な
り
、
萩
野
農
協
が
白
鷹
村
農
協
と
な
っ
て
区
域
を
中
山
ま
で
拡
張
し
た
際
に
吸

収
さ
れ
た
。 

 

し
か
し
、
こ
の
程
度
の
合
併
で
は
乗
り
切
れ
な
い
程
経
済
状
況
は
厳
し
か
っ
た
の
で
、
一
町
五
ヶ
村
が
合
併
し
て
白
鷹
町
が
誕
生

し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
昭
和
三
十
三
年
一
月
、
白
鷹
・
十
王
の
各
農
協
は
隣
接
の
荒
砥
農
協
と
合
併
し
、
白
鷹
農
協
と
称
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。 

 

こ
う
し
て
、
昭
和
三
十
二
年
末
に
は
白
鷹
町
地
域
内
に
は
、
白
鷹
・
東
根
・
鮎
貝
・
蚕
桑
の
四
農
協
併
立
の
態
勢
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。 
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あ
る
程
度
規
模
が
平
均
化
さ
れ
る
と
、
相
互
に
研
鑚
を
積
み
、
琢
磨
し
あ
い
な
が
ら
経
営
の
発
展
に
努
力
し
て
き
た
。
こ
の
頃
の

大
き
な
事
業
の
一
つ
に
、
有
線
放
送
の
施
設
が
あ
る
。

初
に
手
掛
け
た
の
が
蚕
桑
農
協
で
、
昭
和
三
十
六
年
八
月
で
あ
っ
た
。
有

線
放
送
（
有
放
）
の
目
的
は
、
組
合
員
に
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
農
事
技
術
指
導
上
の
情
報
、
諸
連
絡
な
ど
、
そ
れ
に

よ
っ
て
得
ら
れ
る
組
合
員
の
便
宜
は
測
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
、
間
も
な
く
他
の
農
協
に
も
設
置
さ
れ
、
三
十
八
年
ま
で

に
は
、
前
農
協
傘
下
の
組
合
員
に
有
法
が
普
及
し
た
。
有
放
は
一
般
通
話
に
も
開
放
さ
れ
た
か
ら
、
加
入
者
も
増
加
し
、
そ
の
利
用

度
は
大
い
に
高
ま
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
逆
に
有
放
利
用
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
結
果
と
も
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
朝
晩
の

通
話
ラ
ッ
シ
ュ
時
に
は
、
相
手
に
通
ず
る
ま
で
長
時
間
を
要
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
が
、
電
々
公
社
の
普
通
電
話
の
普
及

を
促
し
、
そ
れ
が
有
放
利
用
度
を
低
下
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
て
、
一
時
は
万
能
を
誇
っ
た
有
法
も
、
昭
和
四
十
六
年
に
は
一
般
通
話

を
廃
止
し
、
情
報
放
送
だ
け
に
切
換
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
も
一
年
後
に
は
廃
止
と
な
り
、
こ
こ
に
有
放
は
完
全
に
姿
を
消
す

に
至
っ
た
。
こ
の
間
約
十
年
で
あ
る
が
、
こ
の
間
有
放
関
係
者
は
、
如
何
に
楽
し
い
、
有
益
な
放
送
に
す
る
か
の
研
究
を
進
め
て
き

た
か
ら
、
昭
和
四
十
四
年
に
は
、
「
夜
の
お
知
ら
せ
」
番
組
で
堂
々
全
国
大
会
出
場
の
栄
誉
を
勝
ち
取
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。 

 

こ
う
し
た
状
況
下
で
、
農
協
が
更
に
大
き
く
発
展
す
る
に
は
白
鷹
町
一
円
が
大
同
合
併
し
、
よ
り
強
固
な
基
盤
を
作
る
必
要
が
あ

る
と
い
う
気
運
が
盛
り
上
り
、
こ
こ
に
白
鷹
町
農
協
の
発
足
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。 

 
 

⑸ 

白
鷹
町
農
業
協
同
組
合
の
発
足 

 

❶
四
農
協
合
併
の
背
景 

 

白
鷹
町
内
に
あ
っ
た
白
鷹
・
東
根
・
鮎
貝
・
蚕
桑
の
四
農
協
が
、
一
町
一
農
協
の
線
に
沿
っ
て
合
併
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
動
き

は
、
昭
和
三
十
七
、
八
年
頃
か
ら
澎
湃
と
し
て
湧
き
上
っ
て
き
た
。
そ
の
動
き
の
背
景
と
な
っ
た
も
の
を
、
昭
和
三
十
八
年
十
月
、

白
鷹
町
農
協
合
併
研
究
会
に
よ
る
『
農
協
合
併
に
関
す
る
報
告
書
』
か
ら
探
っ
て
み
よ
う
。 
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農
協
が
発
足
し
た
昭
和
二
十
三
年
の
時
点
か
ら
三
十
八
年
頃
ま
で
を
、
活
動
内
容
か
ら
区
分
す
る
と
、
三
つ
の
段
階
が
あ
る
。
第

一
段
階
は
、
二
十
三
年
か
ら
三
十
年
頃
ま
で
で
、
こ
の
期
間
は
ど
の
農
協
も
経
営
上
苦
し
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
多
分
に
社
会
情

勢
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
経
営
の
不
馴
れ
な
ど
も
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
三
十
一
年
前
後
か
ら
は
、
稲
作
の
連
続
豊
作
、

値
上
り
な
ど
に
助
け
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
経
営
に
立
直
り
を
見
せ
始
め
、
事
業
は
大
い
に
拡
張
の
気
配
を
見
せ
た
。
有
線
放
送

網
の
整
備
な
ど
も
そ
の
例
で
あ
る
。 

 

昭
和
三
十
五
、
六
年
頃
か
ら
、「
農
業
の
曲
り
角
」
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
三
十
年
代
の
日
本
経
済
の
高
度
成
長
化
の
中
に

あ
っ
て
、
農
業
生
産
の
上
昇
率
は
、
工
業
生
産
に
比
べ
て
遙
か
に
低
く
、
工
業
生
産
が
三
十
年
代
の
一
〇
年
間
で
約
二
・
六
倍
に
な

っ
た
の
に
対
し
、
農
業
生
産
の
上
昇
は
二
割
強
に
と
ど
ま
っ
て
い
る 

 
 

 
 

 
 

 

。
こ

の
よ
う
な
工
業
生
産
の
大
巾
な
伸
び
は
、
勢
い
工
業
人
口
の
増
加
と
な
り
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま

農
村
の
都
会
化
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
。
そ
し
て
、
農
業
に
と
っ
て
大
き
な
影
響
と
な
っ
た
の
は
、

都
会
化
し
た
生
活
か
ら
食
生
活
も
変
っ
た
点
で
あ
ろ
う
。
食
糧
の
消
費
量
は
増
大
し
た
が
、
一

人
当
り
消
費
の
内
容
が
変
り
、
米
麦
・
い
も
類
な
ど
の
澱
粉
質
食
品
の
比
重
が
下
が
り
、
動
物

性
蛋
白
質
・
野
菜
・
果
実
な
ど
の
比
重
が
高
ま
っ
た
。
数
量
的
に
見
れ
ば
第

26
表
の
よ
う
に
な

る
。 

 

農
業
は
こ
う
し
て
「
曲
り
角
」
に
き
た
。
農
家
に
基
盤
を
置
く
農
協
に
と
っ
て
も
、
そ
こ
は
曲
り
角
で
あ
っ
た
。
こ
こ
を
無
事
に

曲
り
切
る
に
は
四
農
協
の
合
併
以
外
に
は
な
く
、
合
併
し
て
資
本
の
集
中
化
を
図
り
、
蓄
積
を
行
な
っ
て
財
務
の
健
全
化
が
実
現
す

れ
ば
、
信
用
も
増
し
、
そ
れ
が
農
産
物
の
集
荷
販
売
に
も
好
影
響
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
し
、
町
の
経
済
行
政
へ
強
力
な
発
言
も
可

能
に
な
ろ
う
と
い
う
見
透
し
を
立
て
、
合
併
に
踏
み
切
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

『

日

本

経

済

読

本

』

東

洋

経

済

社

編
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❷
合
併
の
実
現
と
合
併
後
の
事
業 

 
合
併
に
は
様
々
な
手
続
き
が
必
要
で
あ
っ
た
。
既
存
の
農
協
の
解
散
、
そ
し
て
新
農
協
設
立
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
農
協
法

に
よ
る
解
散
手
続
き
を
と
り
、
続
い
て
新
設
農
協
認
可
手
続
き
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
の
手
続
き
が
全
部
終
了
し
、
合
併
が

実
現
し
た
の
は
、
昭
和
四
十
年
三
月
三
十
一
日
で
あ
っ
た
。
合
併
し
た
の
は
勿
論
白
鷹
・
東
根
・
鮎
貝
・
蚕
桑
の
四
農
協
で
あ
る
が
、

も
う
一
つ
白
鷹
町
酪
農
協
も
加
わ
っ
た
。
こ
う
し
て
白
鷹
町
農
業
協
同
組
合
が
誕
生
し
た
。 

 

新
し
い
農
協
は
早
速
将
来
の
あ
る
べ
き
姿
を
検
討
し
、
具
体
的
に
、
指
導
体
制
の
量
質
両
面
の
拡
大
充
実
、
指
導
の
裏
付
を
し
た

貸
付
体
制
の
確
立
、
仕
入
方
式
の
大
巾
改
善
、
一
元
集
荷
に
必
要
な
設
備
の
拡
充
、
有
法
の
利
用
価
値
拡
大
と
業
務
の
改
善
な
ど
、

農
協
が
受
け
持
つ
主
要
事
業
で
あ
る
営
農
指
導
、
信
用
・
購
買
・
販
売
事
業
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
け
る
基
本
方
針
を
定
め
た
。

そ
し
て
、
逐
年
こ
の
方
針
に
則
っ
て
努
力
が
積
み
重
ね
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
合
併
前
の
農
協
で
は
で
き
な
か
っ
た
よ
う
な
大
き
な

事
業
が
次
々
と
完
成
、
組
合
員

の

利

用

に

供

さ

れ

る

よ

う

に

な
っ
た
。
稚
蚕
共
同
飼
育
所
、

共
同
選
果
場
、
農
業
倉
庫
の
新

築
、
青
果
物
市
場
の
増
改
築
な

ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。 

 

尚
、
農
協
の
組
合
員
数
と
組

織
の
現
況
は
、
第

27
表
、
第

5

図
で
あ
る
。 


